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改訂日：平成23年4月4日 

改訂箇所：「パートナーズFXnano取引ガイド」 

旧 新 

パートナーズ FXnano とは 

● 取引金額の一部として証拠金を預託していただくこと

により行う店頭外国為替証拠金取引です。 

（中略） 

 

● パートナーズ FXnano は、インターネットでの取引のみ

で、電話での発注等はできません。 

● パートナーズ FXnano は、お客様の選択により、毎営業

日の終了時もしくは週末営業日終了時における未決済ポ

ジションはすべて当該終値にて反対売買により決済(以後

「引成決済」といいます)されます。 

● 通貨間の金利差に相当するスワップポイントの受け払

いがあります。 

パートナーズ FXnano とは 

●取引金額の一部として証拠金を預託していただくこ

とにより行う取引で、銀行間での外国為替直物取引の

商慣行である通常 2 営業日後に実行される受渡し期日

を、反対売買等の決済取引を行わない場合には繰り延

べすることで、決済するまで建玉の継続を可能にした

取引を言います。 

（中略） 

 

● パートナーズ FXnano は、インターネットでの取引

のみで、電話での発注等はできません。 

● 通貨間の金利差に相当するスワップポイントの受

け払いがあります。 

Ⅱ契約の概要 

4. 売買注文の受付・執行 

（3）注文の手続 

（ウ）取引数量 

パートナーズ FXnano でお取引いただける最低単位は、各

通貨 100 単位です。また、インターネットでの１ 回のお

取引の上限は各通貨 100 万単位となります。 

※自動ロスカットおよび引成決済の場合を除きます。 

（エ）注文の有効期限 

 ストリーミング注文、AS ストリーミング注文、成行注

文及び全決済注文以外では、注文受付に際し有効期限の指

示をしていただきます。有効期限は、デイ・オーダー（当

日限り）及びウィーク・オーダー（週末まで有効）の２種

類となります。 

○デイ・オーダー 

 お客様の注文を当社が確認した時から当該営業日のパ

ートナーズＦＸnano 取引時間終了時刻まで。 

○ウィーク・オーダー 

 お客様の注文を当社が確認した時からその週の最終営

業日におけるパートナーズＦＸnano 取引時間終了時刻ま

で。なお、お客様が nano 取引口座をデイトレードに設定

されている場合、有効期限をウィーク・オーダーとするこ

とはできません。 

※営業日の取引終了時刻とは、ニューヨーク外為市場午後

Ⅱ契約の概要 

4. 売買注文の受付・執行 

（3）注文の手続 

（ウ）取引数量 

パートナーズ FXnano でお取引いただける最低単位は、

各通貨 100 単位です。また、インターネットでの１ 回

のお取引の上限は各通貨 2,000 単位となります。 

※全決済・自動ロスカットおよび引成決済の場合を除

きます。 

（エ）注文の有効期限 

 ストリーミング注文、AS ストリーミング注文、成行

注文及び全決済注文以外では、注文受付に際し有効期

限の指示をしていただきます。有効期限は、デイ・オ

ーダー（当日限り）及びウィーク・オーダー（週末ま

で有効）及び GTC（Good Till Cancel：キャンセルする

まで有効）の 3種類となります。 

○デイ・オーダー 

 お客様の注文を当社が確認した時から当該営業日の

パートナーズＦＸnano 取引時間終了時刻まで。 

○ウィーク・オーダー 

 お客様の注文を当社が確認した時からその週の最終

営業日におけるパートナーズＦＸnano 取引時間終了時

刻まで。なお、お客様が nano 取引口座をデイトレード

に設定されている場合、有効期限をウィーク・オーダ
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４時５５分（週末は午後４時５０分）です。ただし、ニュ

ーヨーク外為市場が休場の場合には東京外為市場午後５

時とする場合があり、年末年始はこれと異なる定めを行う

ことがありますが、この場合は事前に通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）注文の制限 

同一営業日内の取引回数または取引数量が次のいずれか

に該当した場合、その時点以降の当該営業日内における新

規注文は受注いたしません。 

●取引回数 500 回   ●取引数量 2 億通貨単位  

●累積した新規建玉数量 1 億通貨単位 

また、ストリーミング注文および AS ストリーミング注文

におきましては、連続した注文の間隔が短いときに注文を

受け付けない場合があります。 

 

6. 決済期限・取引契約の終了 

お客様の選択により、毎営業日終了時点もしくは週末営業

日終了時点での未決済建玉は全て終値にて反対売買によ

り決済（引成決済）されます。通常の取引時間内であれば、

4.売買注文の受付・執行に従い、反対売買することにより

いつでもポジションを決済することができます。なお、口

座の解約がなされた場合で本口座にポジションが存在す

る場合には、当社は通知を行うことにより、そのポジショ

ンの処理を行うことができ、これにより取引契約は終了い

たします。また、9.（3）追加証拠金および 11.自動決済

における取り決めによって取引契約が終了する場合もあ

ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ーとすることはできません。 

○GTC（Good Till Cancel） 

お客様の注文を当社が確認した時から、お客様が当該

注文を取消し、その意思表示が当社に受領された時ま

で。 

※営業日の取引終了時刻とは、ニューヨーク外為市場

午後４時５５分（週末は午後４時５０分）です。ただ

し、ニューヨーク外為市場が休場の場合には東京外為

市場午後５時とする場合があり、年末年始はこれと異

なる定めを行うことがありますが、この場合は事前に

通知します。 

（オ）注文の制限 

同一営業日内の取引回数または取引数量が以下の条件

に該当した場合、その時点以降の当該営業日内におけ

る新規注文は受注いたしません。 

●累積した新規建玉数量 20,000 通貨単位 

また、ストリーミング注文および AS ストリーミング注

文におきましては、連続した注文の間隔が短いときに

注文を受け付けない場合があります。 

 
 

6. 決済期限・取引契約の終了 

通常、為替直物市場は取引の 2営業日後に外貨とその

対価の交換を実施し清算します。しかしパートナーズ

FXnano は、お客様の指示があるまでポジションを繰り

越す（ロールオーバーする）ことにより維持継続して

いく期限を次の中から選択できます。 

（1）営業日終了時まで 

（2）週末まで 

（3）決済期限なし 

 

通常の取引時間内であれば、4.売買注文の受付・執行

に従い、反対売買することによりいつでもポジション

を決済することができます。また上記の（1）、（2）を

選択された場合、毎営業日終了時点もしくは週末営業

日終了時点での未決済建玉を全て終値にて反対売買に

より決済（引成決済）されることになります。なお、

口座の解約がなされた場合で本口座にポジションが存

在する場合には、当社は通知を行うことにより、その

ポジションの処理を行うことができ、これにより取引

契約は終了いたします。また、9.（3）追加証拠金およ
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11. 自動決済（自動ロスカット） 

（2）上記の自動決済のほか、お客様ご自身にて自動決済

の水準を設定していただくことも可能です（アセットコン

トロール）。一定間隔で行われる純資産評価において、純

資産額がお客様ご自身にて設定されたリミット基準額以

上もしくはストップロス基準額以下となっていた場合に、

自動的にお客様の未決済建玉全てを成行注文にて処分致

します。アセットコントロールは、お客様が設定したリミ

ット基準額及びストップロス基準額を保証するものでは

なく、相場の状況等によっては執行される価格がリミット

基準額及びストップロス基準額から大きくかい離するこ

とがあります。なお、アセットコントロールのストップロ

ス基準額が（1）の自動決済の水準以下の場合、（1）の自

動決済が優先されます。 

入出金を行った際のアセットコントロールの設定につき

ましては、次の通り解除されますのでご注意ください。 

◎振替出金 

リミット基準額は、お客様が解除の設定を行っていた場合

に自動的に解除。 

ストップロス基準額は、自動的に解除。 

◎振替入金 

リミット基準額は、自動的に解除。 

ストップロス基準額は、お客様が解除の設定を行っていた

場合に自動的に解除。 

 

び 11.自動決済における取り決めによって取引契約が

終了する場合もあります。 

 

11. 自動決済（自動ロスカット） 

（2）上記の自動決済のほか、お客様ご自身にて自動決

済の水準を設定していただくことも可能です（アセッ

トコントロール）。一定間隔で行われる評価損益のチェ

ックにおいて、評価損益がお客様ご自身にて設定され

たリミット基準額以上もしくはストップロス基準額以

下となっていた場合に、自動的にお客様の未決済建玉

全てを成行注文にて処分致します。アセットコントロ

ールは、お客様が設定したリミット基準額及びストッ

プロス基準額を保証するものではなく、相場の状況等

によっては執行される価格がリミット基準額及びスト

ップロス基準額から大きくかい離することがありま

す。なお、アセットコントロールのストップロス基準

額が（1）の自動決済の水準以下の場合、（1）の自動決

済が優先されます。 

なお部分決済を行った際のアセットコントロールの設

定につきましては、ストップロス基準額やリミット基

準額の設定値はそのままですが、基点となる評価損益

が初期設定時より変動してしまうので、当初の思惑と

は異なる値位置でストップロスやリミットが成立して

しまう可能性があります。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


